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●該当者 
　組合員資格喪失または任意継続組合員となる貯金加入者。
　なお、他の共済組合への転出に伴い、当組合の組合員資格を喪失する方も含みます。

●手続きについて 
　「貯金払戻（解約）請求書」を所属所の締め切り日までに共済事務担当課へご提出ください。
　なお、請求書は必ず届出の印鑑を使用してください。印鑑が相違している場合は解約できませんので、不明の際
はお早めに共済事務担当課へお申し出くださるようお願いします。
　また、非課税貯蓄適用の方は請求書と併せて「非課税貯蓄廃止申告書」の提出が必要となりますので、該当する
場合は共済事務担当課にご連絡ください。

●送金について
 　３月における解約金は、平成 30 年 3 月 29 日（木）に送金します。
　資格喪失日以降は、利息の計算はされませんので、速やかな手続きをお願いします。

　決算月における貯金額をお知らせする「貯金現在残高通知書」は、年２回作成し配付しております。
　平成 30 年３月末日の貯金額は、平成 30 年４月中旬から下旬に通知する予定です。
　なお、この通知書は原則再発行いたしませんので、大切に保管くださるようお願いします。

　この Web サイトは、組合員の皆様に年金制度へのご理解を深め、ご自身の将来の年金について意識していただくことを
目的として設置されております。
　62 歳未満の共済組合の組合員期間をお持ちの方で、老齢厚生年金を受給していない方であれば、システムのメンテナン
ス時を除き、いつでもご自身の公務員期間に係る年金加入履歴、保険料納付済額、退職等年金給付に係る給付算定基礎額残
高履歴、年金見込額（※）などの年金個人情報を閲覧することができます。
　申込、閲覧はパソコンからしか行うことができませんが、年金に係るご自身のさまざまな情報を閲覧することが可能とな
りますので、ぜひご利用ください。
※年金見込額は、確認時点での就業状態、給与額をベースに試算しているため、実際の金額とは異なります。

①地共済年金情報 Web サイトにアクセスします。
　https://www.chikyosai-nenkin-web.jp/
　（当組合ホームページのトップページにバナーを用意しています。）
　　　　　　　　　　⬇
②利用申込みを行います。
　氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、基礎
年金番号が必要になります。
　申込の際に、閲覧用のパスワードを設定します。このパス
ワードは通知されませんので、忘れないようにしてください。

　　　　　　　　　　⬇
③ユーザ ID 通知書がご自宅に送付されます。
　利用申込から数週間程度のお時間をいただきます。
　　　　　　　　　　⬇
④ユーザ ID 通知書の ID を利用してログインします。
　ユーザ ID 通知書でお知らせした「ユーザ ID」と利用申込時
に設定したパスワードが必要になります。

退職される方の解約手続きについて

貯金現在残高通知書について 

地共済年金情報Webサイトは利用していますか？ 

・解約金は２回目に送金します。
・「貯金払戻（解約）請求書」の締切日は各所属所により異なりますので、

共済事務担当課までお問い合わせください。
・払戻限度額は前月末の残高となりますので、請求書を提出する際は、

送金額が限度額を超えていないことをご確認ください。

区分 １回目 ２回目

４月 13 日（金） 26 日（木）

５月 15 日（火） 30 日（水）

６月 15 日（金） 28 日（木）

■払戻及び解約金 送金日

●閲覧までのおおまかな流れ●

028 － 615 － 7805
上記記事に関する
お問い合わせは

総務課福祉係

貯金事業からのお知らせ

028 － 615 － 7817
上記記事に関する
お問い合わせは

年金課


